
                 
 



 
                             

                             

  

北
原
川
村
の
安
政
東
海
地
震
被
害
に
つ
い
て
は
、
嘉
永
七

年
（
一
八
五
四
）
付
け
『
地
震
書
上
帖
』
と
い
う
史
料
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

松
平
美
作
守
知
行
所 

一
、
惣
家
数
七
拾
六
軒
之
内 

倒
家 

 
 
 
 
 

三
拾
弐
軒 

潰
家 

 
 
 
 
 

四
拾
四
軒 

潰
土
蔵 

 
 
 
 

四
ヶ
所 

倒
土
蔵 

 
 
 
 

三
ヶ
所 

死
亡 

 
 
 
 
 

三
人 

右
之
通
奉
二

書
上
一

候
処
、
相
違
無
二

御
坐
一

候
。
以
上
。 

 

嘉
永
七
年 

寅
十
二
月 

（
後
略
） 

  

総
家
数
七
十
六
軒
の
内
、「
倒
」
が
三
十
二
軒
、「
潰
」
が

四
十
四
軒
で
す
か
ら
、
北
原
川
村
の
建
物
は
ほ
ぼ
全
て
、
何

ら
か
の
被
害
を
受
け
た
よ
う
で
す
。 

 

江
戸
時
代
の
災
害
被
害
の
表
現
は
今
日
の
も
の
と
は
異
な

り
ま
す
が
、
右
の
引
用
文
か
ら
、「
倒
」
と
「
潰
」
が
違
う
被

害
状
況
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 

後
の
一
九
四
四
年
東
南
海
地
震
で
は
、
災
害
復
興
に
際
し

て
「
家
起
し
」
と
い
う
作
業
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
震

災
を
体
験
し
た
方
に
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
、
潰
れ
て
上
部
が

落
ち
て
し
ま
っ
た
家
で
は
な
く
、
将
棋
倒
し
に
な
っ
た
家
屋

嘉永 7 年（1854）付け『地震書上帖』 

（
一
八
五
四
） 



を
起
こ
す
作
業
を
「
家
起
し
」
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。 

 
そ
の
こ
と
を
参
考
に
す
る
と
、「
倒
」
は
将
棋
倒
し
に
な
っ

た
家
、「
潰
」
は
上
部
が
下
に
落
ち
る
形
で
潰
れ
た
家
、
と
い

う
こ
と
か
な
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、『
地
震
書
上
帖
』
に
は
、
先
に
引
用
し
た
部
分

に
続
い
て
、
以
下
の
記
述
が
あ
り
ま
す
（
前
頁
に
写
真
）
。 

 

（
前
略
） 

嘉
永
七
年
寅

十
一
月
四
日
四
ツ
時
大
地
震
ニ

付 

同
十
二
月
十
二
日
夜
掛
川
宿
ゟ
廻
状
来
ル

。
文
言
左

之
通
リ

。 

此
度
駿
府
表
地
震
ニ

付
、 

御
城
内
外
損
所
仮
御
締
向
其
外
近
国
取
締
見
分
為
二

御

用
一

当
表
罷
在
候
処
、
三
州
矢
作
橋
其
外
地
震
之
節
破

損
ヶ
所
為
二

見
分
一

罷
越
候
。
道
中
筋
宿
〻
村
〻
家
〻
潰

家
其
外
有
レ

之
候
ハ
ヽ
、
自
分
并

御
小
人
目
付
通
行
先
ヘ

左
之
通
書
付
ニ

致
し
可
二

差
出
一

候
事
。 

右
之
通
り
雛
形
別
ニ

有
レ

之
候
ニ

付
、
潰
家
其
外
雛
形
通

リ
ニ

相
認
、
掛
川
宿
問
屋
ヘ

同
十
三
日
ニ

差
出
し
申
候
。 

遠
州
山
名
郡 北

原

川

村 

（
後
略
） 

 

北
原
川
村
の
人
た
ち
の
署
名
が
長
い
の
で
、
本
文
の
み
の

引
用
と
し
ま
し
た
。
後
ろ
の
方
の
宛
先
を
見
る
と
、
徒
目
付

伊
庭
保
五
郎
、
小
人
目
付
柴
沼
三
七
に
宛
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

掛
川
宿
問
屋
に
被
害
情
報
を
集
積
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

目
付
が
移
動
す
る
に
際
し
て
、
通
行
で
き
る
場
所
や
通
行
予

定
箇
所
の
被
害
情
報
を
先
に
ま
と
め
て
お
く
た
め
に
、
情
報

集
積
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。 

 

こ
う
し
た
、
領
主
側
の
主
導
に
よ
る
情
報
収
集
の
他
に
、

安
政
東
海
地
震
で
は
、
飛
脚
が
重
要
な
情
報
源
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
飛
脚
は
、
荷
物
の
み
な
ら
ず
、
普
段
か
ら
様
々
な

情
報
を
運
ん
で
い
ま
す
。
相
場
の
情
報
や
政
治
情
報
が
多
く

や
り
と
り
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 
例
え
ば
米
価
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
場
合
に
よ
っ

て
は
飢
饉
、
餓
死
者
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
米

価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
情
報
を
速
報
す
る
専
門
業
者
も
あ
り
、

米
価
情
報
が
商
品
と
し
て
広
く
流
通
し
て
い
ま
し
た
。 

 

政
治
情
報
は
、
中
央
の
政
治
事
件
が
地
方
へ
も
す
ぐ
届
け

ら
れ
る
な
ど
、
こ
れ
ま
た
広
く
流
通
し
て
い
ま
し
た
。
藩
お

抱
え
の
飛
脚
便
な
ど
で
は
、
飛
脚
が
情
報
を
集
め
て
国
許
に

送
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

災
害
時
に
お
い
て
は
、
飛
脚
は
い
ち
早
く
災
害
情
報
を
各

地
に
運
ぶ
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。『
祐
之
地
震
道
記
』

に
も
、
元
禄
地
震
の
時
に
、
飛
脚
が
各
地
の
情
報
を
伝
え
て

い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

災
害
で
焼
失
し
た
荷
物
な
ど
に
つ
い
て
、
飛
脚
問
屋
と
荷

主
は
ど
ち
ら
が
損
害
を
負
担
す
る
の
か
。
そ
れ
は
重
大
な
争

い
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
飛
脚
は
正
確
な
災
害
情
報

を
求
め
、
飛
脚
問
屋
も
、
収
集
し
た
情
報
を
刷
り
物
に
し
て

配
付
。
顧
客
な
ど
と
も
情
報
共
有
を
し
て
裁
判
に
備
え
ま
し

た
。
自
分
た
ち
に
有
利
な
情
報
ば
か
り
か
な
、
と
思
い
き
や
、

飛
脚
の
情
報
は
か
な
り
正
確
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

江
戸
時
代
に
も
、
災
害
情
報
は
津
々
浦
々
に
広
ま
っ
て
い

ま
し
た
。
江
戸
時
代
は
か
な
り
の
情
報
社
会
で
す
。 

し
か
し
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
初
頭
ま
で
の
史
料
を
見
る

限
り
、
情
報
を
得
て
、
義
援
金
の
募
集
な
ど
、
何
ら
か
の
遠

隔
地
の
災
害
に
対
す
る
支
援
活
動
を
し
た
、
と
い
う
よ
う
な

こ
と
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
珍
し
い
こ
と
だ
か
ら
記
録
し

た
、
と
い
う
も
の
が
多
い
よ
う
で
す
。 

 

見
取
村
『
噺
伝
記
』
の
伊
賀
上
野
地
震
の
記
事
に
も
、「
余

リ

稀
成
ル

儀
故
、
印
置
申
候
」（
あ
ま
り
に
珍
し
い
の
で
記
し
た
）

と
あ
り
ま
し
た
（『
補
遺 

鳴
動
す
る
地
面
、
奔
走
す
る
人
間 

情
報
伝
達
と
復
興
の
震
災
史
』
参
照
）
。 

 

災
害
情
報
の
共
有
が
、
災
害
復
興
や
支
援
に
関
わ
る
何
ら

か
の
運
動
に
繋
が
る
ま
で
に
は
、
こ
の
後
に
い
く
ら
か
の
転

換
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
変
化
は
、

明
治
以
降
に
訪
れ
ま
し
た
。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
堀
井
美
里
「
政
治
情
報
に
み
る
飛
脚
の
意
義―

幕
末
期
加
賀
藩
を
事

例
と
し
て―

」（『
加
賀
藩
研
究
』
三
（
〇
）、
二
〇
一
三
年
）。 

②
高
槻
泰
郎
「
近
世
日
本
に
お
け
る
相
場
情
報
の
通
信
技
術
」（『
電
子

情
報
通
信
学
会
誌
』
一
〇
〇
（
九
）、
二
〇
一
七
年
）。 

③
矢
田
俊
文
『
近
世
の
巨
大
地
震
』（
吉
川
弘
文
館
、
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
四
六
三
、
二
〇
一
八
年
）。 

 
 

朝 

（
一
八
五
四
） 

『地震書上帖』宛先 
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明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
十
月
二
十
八
日
午
前
六
時

二
十
八
分
に
発
生
し
た
濃
尾
地
震
で
は
、
浄
土
宗
や
浄
土
真

宗
を
は
じ
め
と
し
て
、
各
宗
の
僧
侶
が
数
多
く
被
災
地
を
訪

れ
、
供
養
や
法
会
を
行
い
ま
し
た
。 

 

震
災
の
報
道
が
行
わ
れ
、
全
国
で
義
捐
金
な
ど
の
事
業
が

行
わ
れ
る
中
で
、
仏
教
諸
宗
も
、
教
団
と
し
て
の
義
援
活
動

を
行
い
ま
し
た
。
供
養
や
法
要
は
そ
の
活
動
の
一
環
で
行
わ

れ
た
も
の
で
す
。 

 

濃
尾
地
震
、
そ
し
て
そ
の
報
道
が
、
仏
教
諸
宗
に
新
た
な

時
代
の
活
動
を
行
わ
せ
ま
し
た
。
こ
の
変
化
が
よ
り
一
層
の

展
開
を
見
せ
た
の
が
、
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
六
月

十
五
日
に
発
生
し
た
明
治
三
陸
地
震
津
波
で
し
た
。 

 

明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
六
月
十
五
日
、
三
陸
地
方

の
村
々
は
、
前
年
の
日
清
戦
争
の
勝
利
を
祝
う
べ
く
、
凱
旋

兵
と
と
も
に
端
午
の
節
句
を
祝
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
日
は

旧
暦
の
五
月
五
日
に
当
た
り
ま
す
。 

 

午
後
七
時
三
十
二
分
頃
、
震
度
二
～
三
ほ
ど
の
緩
や
か
な

地
震
の
揺
れ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
人
々
は
気
に
も
留
め
ま
せ

ん
で
し
た
。 

 

午
後
七
時
五
十
分
頃
、
潮
が
異
常
な
速
さ
で
引
き
は
じ
め
、

午
後
八
時
七
分
、
約
四
．
五
メ
ー
ト
ル
の
津
波
が
来
襲
。
津

波
は
そ
の
後
六
回
に
わ
た
り
繰
り
返
し
、
海
面
の
振
動
は
翌

日
の
正
午
頃
ま
で
続
い
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
津
波
に
よ
る

死
者
は
二
万
二
千
人
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

明
治
三
陸
地
震
津
波
は
、
一
見
袋
井
市
と
関
わ
ら
な
い
よ

う
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
、
袋
井
の
関
係
者

が
色
々
と
関
わ
っ
て
い
ま
す
。 

明治 29 年（1896）8 月 16日付け「海嘯横死者追弔会執行御届」 

 義援金募集については、この後、20世紀初頭に、国際的契機があり始まりました。1902 年のマルティニーク島プ

レー火山噴火に際して、明治政府は、パリに駐在していた本野一郎公使からの情報によって、海外では、他国の災害

に対して弔意を表明し、義援金を送るなどすることが文明国の務めとされている、という知見を得ました。 

 本野の進言により、天皇からの義援金がフランスに贈られましたが、その後、義援の動きが日本国内に広がり、美

子皇后（後の昭憲皇太后）や、政府高官や家族の夫人、駐日外交官夫人が発起人となった義捐金募集が始まりました。 

【参考文献】土田宏成『災害の日本近代史 大凶作、風水害、噴火、関東大震災と国際関係』（中公新書、2023年）。 



 
明
治
三
陸
地
震
津
波
の
被
害
に
遭
っ
た
袋
井
市
関
係
者
に

は
、
当
時
、
岩
手
県
の
釜
石
製
鉄
所
に
い
た
、
袋
井
市
村
松

出
身
の
横
山
久
太
郎
が
い
ま
す
が
、
今
回
は
紹
介
し
ま
せ
ん
。 

 

さ
て
、
前
述
の
と
お
り
、
濃
尾
地
震
で
は
、
被
災
地
の
救

済
活
動
が
報
道
さ
れ
た
こ
と
で
、
当
時
の
仏
教
者
た
ち
は
、

「
自
分
た
ち
に
は
何
が
で
き
る
の
か
」
と
強
く
考
え
ま
し
た
。 

 

濃
尾
地
震
の
際
、
仏
教
界
で
は
、
僧
侶
は
災
害
救
護
に
従

事
し
、
死
者
に
対
し
て
は
追
悼
供
養
を
行
い
、
生
者
に
対
し

て
は
困
窮
を
救
助
す
べ
き
だ
、
あ
る
い
は
、
講
演
会
を
開
い

て
義
捐
金
を
募
ろ
う
、
と
い
っ
た
、
具
体
的
な
慈
善
活
動
の

方
策
が
提
言
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
時
の
提
言
が
実
行
に

移
さ
れ
た
の
が
、
明
治
三
陸
地
震
津
波
で
し
た
。 

 

佐
藤
千
尋
氏
は
、
こ
の
時
の
、
東
北
に
お
け
る
仏
教
者
の

活
動
を
、
主
に
新
聞
か
ら
詳
細
に
集
め
、
宗
派
を
問
わ
ず
協

力
し
て
、
死
者
の
供
養
や
、
法
話
に
よ
る
慰
問
を
お
こ
な
っ

て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
寺
院
を
、
仮
病
院
や
災
害
支
援
拠
点
、

遺
体
安
置
所
、
小
学
校
の
仮
校
舎
と
し
て
活
用
し
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。 

 

袋
井
で
も
、
明
治
三
陸
地
震
津
波
に
際
し
て
、
何
か
を
し

よ
う
と
い
う
仏
教
者
の
動
き
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
八
月
十
六
日
付
け
「
海
嘯

横
死
者
追
弔
会
執
行
御
届
」
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

海
嘯
横
死
者
追
弔
会
執
行
御
届 

過
般
三
陸
ニ
起
リ
タ
ル
大
海
嘯
横
死
者
追
弔
ノ
為
メ
、 

本
月
廿
四
日
午
後
第
二
時
ヨ
リ
当
山
本
堂
ニ
於
テ
、
法

会
ノ
修
行
、
施
餓
鬼
供
養
并
ニ

地
蔵
尊
ノ
御
影
三
萬
枚
ノ 

川
流
シ

ヲ
太
田
川
ニ
為
シ
、
普
ク
悲
惨
ノ
死
ヲ
遂
ゲ
タ

ル
同
胞
ノ
亡
霊
ヲ
慰
メ
ン
ト
存
候
間
、
此
段
御
届
申
上 

候
也
。 

但
シ

、
当
日
雨
天
ナ
レ
バ
次
日
ニ
順
延
執
行
可
レ

仕
候
。 

周
智
郡
宇
刈
村
春
岡
西
楽
寺
前
住
職 

明
治
廿
九
年
八
月
十
六
日 

 
 
 

廣
澤
宥
猛
（
印
） 

 

周
智
郡
宇
刈
村
々
長 

内
藤
農
夫
殿 

 

先
日
三
陸
で
起
こ
っ
た
大
津
波
の
死
者
追
悼
の
た
め
、
八

月
二
十
四
日
午
後
二
時
か
ら
、
西
楽
寺
本
堂
に
お
い
て
、
法

会
の
修
行
、
施
餓
鬼
供
養
な
ら
び
に
、
地
蔵
尊
の
御
影
三
万

枚
の
川
流
し
を
太
田
川
で
行
い
、
悲
惨
の
死
を
遂
げ
た
同
胞

の
亡
霊
を
慰
め
た
い
、
と
い
う
届
出
で
す
。 

 

安
養
山
西
楽
寺
は
袋
井
市
春
岡
に
位
置
す
る
新
義
真
言
宗

の
古
刹
で
す
。
こ
の
文
書
は
、
当
時
の
前
住
職
廣
澤
宥
猛
が

役
所
に
提
出
し
た
届
出
の
た
め
、
役
所
の
文
書
を
引
き
継
い

だ
袋
井
市
歴
史
文
化
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

宥
猛
は
前
住
職
で
す
が
、
実
は
、
宥
猛
の
次
の
住
職
、
連 

存
教
が
、
東
京
都
小
石
川
区
大
塚
坂
下
町
護
国
寺
中
真
言
宗

新
義
派
大
学
林
の
教
師
に
な
り
、
東
京
に
行
っ
て
し
ま
っ
た

た
め
に
、
当
時
、
前
住
職
宥
猛
が
臨
時
で
寺
務
代
理
を
務
め

て
い
ま
し
た
。
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
十
月
二
十
九

日
に
、
宥
猛
は
、
再
度
住
職
と
な
り
ま
す
。 

 

宥
猛
は
、
春
岡
に
い
な
が
ら
も
、
せ
め
て
自
分
に
も
で
き

る
こ
と
を
、
と
い
う
こ
と
で
、
亡
く
な
っ
た
人
た
ち
の
供
養

を
行
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

役
所
へ
の
届
出
で
す
か
ら
、
宥
猛
の
思
想
的
な
こ
と
の
詳

細
は
、
直
接
的
に
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
贅
沢

な
望
み
と
い
う
も
の
で
、
こ
う
し
た
行
動
の
記
録
が
残
っ
て

い
る
だ
け
で
も
、
十
二
分
に
情
報
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。 

 

今
見
た
「
海
嘯
横
死
者
追
弔
会
執
行
御
届
」
の
よ
う
に
、

濃
尾
地
震
か
ら
本
格
化
し
た
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
全
国
へ
の

災
害
報
道
は
、
遠
隔
地
の
大
き
な
被
害
に
対
し
て
、
地
方
に

い
る
人
に
も
行
動
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。 

 

濃
尾
地
震
や
明
治
三
陸
地
震
津
波
か
ら
、
近
代
の
防
災
や

義
捐
活
動
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

 

災
害
に
対
す
る
義
援
活
動
は
、
こ
の
後
の
災
害
で
体
系
化

さ
れ
て
い
き
ま
す
。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
工
藤
俳
痴
「
横
山
久
太
郎
翁
傳
」（
阿
久
津
壽
太
郎
発
行
・
編
輯
『
横

山
久
太
郎
翁
傳
』
日
本
製
鐵
株
式
会
社
釜
石
製
鐵
所
産
業
報
国
眞
道

會
、
一
九
四
三
年
、
袋
井
商
工
会
議
所
創
立
二
十
周
年
記
念
事
業
実

行
委
員
会
二
〇
一
三
年
複
製
）。 

②
中
央
防
災
会
議 

災
害
教
訓
の
継
承
に
関
す
る
専
門
調
査
会
『
１
８

９
６ 

明
治
三
陸
地
震
津
波 

報
告
書
』（
二
〇
〇
五
年
）。 

③
中
央
防
災
会
議
災
害
教
訓
の
継
承
に
関
す
る
専
門
調
査
会
編
『
１
８

９
１ 

濃
尾
地
震
』（
二
〇
〇
六
年
）。 

④
岡
村
健
太
郎
「［
論
説
］
明
治
三
陸
津
波
と
昭
和
三
陸
津
波
の
災
害
復

興
政
策
に
関
す
る
比
較
研
究
」（『
歴
史
地
震
』
第
31
号
、
二
〇
一
六

年
）。 

⑤
佐
藤
千
尋
「
明
治
三
陸
大
海
嘯
に
お
け
る
宗
教
者
の
活
動
に
つ
い
て
」

（『
東
北
宗
教
学
』
８
・
９
巻
、
二
〇
一
八
年
）。 

⑥
長
谷
川
雄
高
「
濃
尾
地
震
に
お
け
る
浄
土
宗
の
活
動
に
つ
い
て
」

（『
歴
史
地
震
』
第
33
号
、
二
〇
一
八
年
）。 

⑦
川
口
淳
「
明
治
三
陸
地
震
津
波
の
時
、
仏
教
者
は
何
を
語
っ
た
の

か
？
」（『
東
海
佛
教
』
第
六
十
四
輯
、
二
〇
一
九
年
）。 

 
 

（
一
八
九
六
） 
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明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
八
月
は
、
月
の
初
め
か
ら

梅
雨
前
線
に
よ
る
雨
が
降
り
続
い
て
い
ま
し
た
。 

 

八
月
十
一
日
に
、
台
風
が
八
丈
島
の
北
を
経
て
房
総
半
島

を
通
過
。
八
月
十
四
日
に
は
、
別
の
台
風
が
静
岡
県
沼
津
付

近
に
上
陸
。
山
梨
県
甲
府
、
群
馬
県
西
部
、
東
北
地
方
を
通

過
し
ま
し
た
。
東
海
、
関
東
、
東
北
地
方
で
豪
雨
が
降
り
、

各
地
で
大
規
模
な
洪
水
、
土
砂
災
害
が
発
生
し
ま
し
た
。 

 

九
月
二
十
八
日
に
、
中
央
気
象
台
（
気
象
庁
の
前
身
）
が

『
気
象
要
覧
』
第
一
二
八
号
で
被
害
を
報
告
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
死
者
・
行
方
不
明
者
は
全
国
で
一
三
五
九
人
。
府
県
別

で
は
、
宮
城
県
三
六
〇
人
、
埼
玉
県
三
三
一
人
、
群
馬
県
三

一
〇
人
の
順
で
多
く
の
死
者
・
行
方
不
明
者
が
出
ま
し
た
。 

 

同
報
告
に
よ
れ
ば
、
全
国
で
浸
水
面
積
は
四
四
万
六
八
九

七
町
歩
。
約
四
四
〇
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
す
。 

 

浸
水
家
屋
は
五
一
万
八
〇
一
二
戸
、
う
ち
東
京
府
の
一
八

万
二
四
六
七
戸
が
最
多
で
す
。
堤
防
決
壊
は
七
〇
六
三
箇
所
。

橋
梁
流
出
は
七
二
六
六
箇
所
。
山
岳
崩
壊
は
一
万
八
七
九
九

箇
所
。
鉄
道
や
電
信
も
不
通
と
な
り
ま
し
た
。 

 

遠
州
で
は
、
八
月
七
日
か
ら
十
日
ま
で
雨
が
降
り
続
き
ま

し
た
。
四
日
間
の
雨
量
は
浜
松
で
六
七
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に

達
し
、
河
川
は
増
水
。
各
地
を
洪
水
が
襲
い
ま
し
た
。 

 

豪
雨
に
よ
り
弁
財
天
川
上
流
（
笠
原
村
）
で
堤
防
が
切
れ
、

洪
水
は
東
浅
羽
村
に
流
れ
込
み
、
横
須
賀
掛
塚
間
道
路
は
全

部
水
没
。
西
浅
羽
村
で
大
囲
堤
が
二
箇
所
切
れ
、
県
道
上
で

二
尺
か
ら
二
尺
七
寸
ほ
ど
浸
水
。
家
屋
浸
水
は
二
六
五
戸
に

及
び
、
田
畑
収
穫
皆
無
は
六
割
に
及
ん
だ
と
い
い
ま
す
。 

 

西
浅
羽
村
は
、
明
治
四
十
三
年
八
月
大
洪
水
か
ら
の
復
興

明治 44 年（1911）4月 11 日付け「五ヶ年倹約施行細則」 

この史料は関係した地域にいくつか残されている。写真は浅羽一色のもの。 



の
た
め
に
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
四
月
に
、「
五
ヶ

年
倹
約
施
行
細
則
」
（
写
真
は
前
頁
）
を
締
結
し
ま
し
た
が
、

明
治
四
十
四
年
八
月
に
、
再
度
大
洪
水
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。 

 

明
治
四
十
四
年
八
月
上
旬
、
台
風
が
熊
野
灘
か
ら
伊
勢
湾

に
上
陸
し
、
長
野
・
新
潟
両
県
を
通
過
。
浜
松
地
方
は
八
月

四
日
朝
よ
り
雨
が
強
ま
り
、
二
十
時
頃
よ
り
暴
風
雨
と
な
り

ま
し
た
。
四
日
間
の
雨
量
は
気
多
で
八
二
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、

浜
松
で
三
六
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
。
各
地
の
河
川
が
増
水
、
特

に
天
竜
川
と
太
田
川
流
域
の
被
害
が
大
き
く
、
前
年
崩
壊
し

た
堤
塘
全
部
と
諸
井
村
新
屋
で
堤
塘
が
崩
壊
。
東
浅
羽
村
で

は
前
年
の
洪
水
か
ら
二
尺
増
水
。
同
村
の
田
畑
収
穫
皆
無
は

八
割
に
及
ん
だ
と
い
い
ま
す
。 

 

明
治
四
十
三
年
の
台
風
は
、
日
本
全
国
に
大
き
な
被
害
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
関
東
地
方
の
被
害
は
「
関

東
大
水
害
」
と
名
付
け
ら
れ
、
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

関
東
大
水
害
に
対
応
し
た
の
は
第
二
次
桂
太
郎
内
閣
で
す

が
、
当
時
は
暑
中
休
暇
期
間
で
あ
り
、
ま
た
、
議
会
も
開
か

れ
て
い
な
い
時
期
だ
っ
た
た
め
、
首
相
以
下
閣
僚
は
避
暑
や

国
内
外
の
出
張
の
た
め
東
京
を
離
れ
て
い
ま
し
た
。
九
人
の

国
務
大
臣
の
う
ち
、
首
相
、
内
相
を
含
む
六
人
が
、
被
害
発

生
の
八
月
十
日
に
東
京
に
不
在
。
そ
し
て
、
交
通
機
関
が
被

災
し
た
た
め
、
帰
京
困
難
に
陥
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

内
務
次
官
の
一
木
喜
徳
郎
も
小
田
原
に
滞
在
し
て
い
ま
し

た
が
、
大
洪
水
を
予
想
し
、
大
慌
て
で
東
京
に
戻
っ
た
も
の

の
、
閣
僚
が
帰
京
せ
ず
、
平
田
東
助
内
相
が
戻
る
ま
で
、
一

木
が
内
務
省
の
指
揮
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

関
東
大
水
害
を
き
っ
か
け
に
、
政
府
は
治
水
に
関
す
る
最

初
の
長
期
計
画
を
策
定
。
治
水
事
業
を
本
格
化
さ
せ
ま
す
。 

 

ま
た
、
関
東
大
水
害
で
は
、
渋
沢
栄
一
と
東
京
商
業
会
議

所
を
中
心
に
義
援
活
動
が
組
織
さ
れ

ま
し
た
。
渋
沢
栄
一
ら
が
設
立
し
た

東
京
水
害
善
後
会
（
東
京
府
下
の
衛

生
対
策
が
目
的
）
と
、
衆
議
院
主
導

で
、
財
界
（
渋
沢
栄
一
ら
）
の
協
力

に
よ
り
組
織
さ
れ
た
臨
時
水
害
救
済

会
（
各
府
県
の
被
災
者
の
救
助
を
行

う
）
の
二
者
は
、
そ
の
後
の
義
援
団

体
の
モ
デ
ル
と
な
り
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
関
東
大
水
害
で
は
、
区
職

員
と
仏
教
寺
院
が
、
水
害
発
生
直
後

の
罹
災
者
救
護
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
明
治
四
十
三
年
の
水

害
に
つ
い
て
、
鷲
巣
に
住
ん
で
い
た

人
が
、
鶴
松
出
身
で
当
時
小
田
原
に

住
ん
で
い
た
人
に
被
害
状
況
を
訊
か

れ
、
周
辺
の
被
害
を
伝
え
た
手
紙
が

あ
り
ま
す
（
上
写
真
）
。 

そ
の
手
紙
に
は
「
今
度
の
洪
水
は

御
承
知
の
如
く
今
よ
り
五
十
三
年
前
、

所
謂
午
年
の
大
洪
水
に
続
き
て
の
大

出
水
に
て
、
当
地
田
畑
の
被
害
、
橋

梁
の
流
失
、
山
ヘ

土
堤
の
崩
壊
其
他

畦
畔
の
決
潰
井
溝
の
深
掘
れ
等
、
非

常
に
夥
し
く
、
小
生
宅
地
も
少
々
破

堤
有
レ

之
候
」（
今
回
の
洪
水
は
、
御
承
知
の
如
く
、
今
か
ら

五
十
三
年
前
〈
一
八
五
八
年
〉
の
、
所
謂
「
午
年
の
大
洪
水
」

に
次
ぐ
大
出
水
で
し
て
、
当
地
田
畑
の
被
害
、
橋
梁
の
流
失
、

山
の
土
堤
の
崩
壊
、
そ
の
ほ
か
畦
の
決
壊
、
井
溝
の
深
掘
れ

な
ど
が
非
常
に
夥
し
く
、
小
生
の
宅
地
も
少
々
破
堤
箇
所
が

あ
り
ま
し
た
）
と
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
同
手
紙
に
よ
れ
ば
、
原
野
谷
川
は
各
地
で
堤
防
が

決
壊
し
た
そ
う
で
す
。 

太
田
川
は
飯
田
・
上
山
梨
・
深
見
な
ど
で
堤
が
破
れ
、
浸

水
家
屋
も
多
か
っ
た
も
の
の
、
人
畜
に
死
傷
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
、
飯
田
村
で
は
、
山
崩
れ
の
た
め
に
、
牛

乳
屋
の
牛
と
配
達
の
女
性
一
名
が
圧
死
し
た
と
の
こ
と
で
す
。 

深
見
か
ら
木
原
ま
で
は
田
地
が
あ
た
か
も
河
川
の
よ
う
で
、

久
努
村
・
貫
名
・
新
屋
・
袋
井
町
袋
井
・
川
井
村
で
は
、
床

上
三
尺
な
い
し
五
尺
も
浸
水
し
、
こ
れ
ら
の
罹
災
者
へ
は
、

そ
れ
ぞ
れ
み
な
炊
き
出
し
に
よ
っ
て
救
援
を
し
た
と
の
こ
と

で
す
。
そ
の
ほ
か
浅
羽
地
方
は
一
千
町
歩
も
氾
濫
し
、
収
穫

皆
無
地
も
夥
し
か
っ
た
と
言
い
ま
す
。 

 

こ
の
手
紙
の
追
伸
に
、「
二
伸
／
鶴
松
方
面
は
無
事
。
御
安

心
可
レ

被
レ

成
候
」
と
思
い
出
し
た
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

お
そ
ら
く
、
鶴
松
の
被
害
を
訊
か
れ
た
も
の
の
、
本
文
で
書

き
忘
れ
て
、
追
伸
で
慌
て
て
書
い
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
高
木
敬
雄
「
浅
羽
の
用
悪
水
と
河
川
改
修
」（
浅
羽
町
史
編
さ
ん
委
員

会
編
『
浅
羽
町
史 

通
史
編
』
浅
羽
町
、
二
〇
〇
〇
年
）。 

②
土
田
宏
成
・
吉
田
律
人
・
西
村
健 

編
著
『
首
都
圏
史
叢
書
⑧ 

関
東

大
水
害―

―

忘
れ
ら
れ
た
１
９
１
０
年
の
大
災
害
』（
日
本
経
済
評

論
社
、
二
〇
二
三
年
）。 

③
土
田
宏
成
『
災
害
の
日
本
近
代
史 

大
凶
作
、
風
水
害
、
噴
火
、
関

東
大
震
災
と
国
際
関
係
』（
中
公
新
書
、
二
〇
二
三
年
）。 

 
 

鷲巣から小田原へ、周辺の被害を伝えた手紙。囲み部分に鶴松の被害が書かれている。 

 

（
一
八
五
八
年
） 
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浅
羽
常
設
委
員
の
『
議
事
録
』
の
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）

四
月
十
六
日
条
に
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
あ
り
ま
す
。 

 

一
、
東
北
凶
作
地
及
桜
島
噴
火
義
捐
金
本
村
長
ヨ
リ 

徴
収
方
依
頼
申
越
ニ

付
、
浅
羽
出
金
分
金
拾
壱
円

五
拾
銭
徴
収
方
法
ハ
、
毎
戸
金
参
銭
ツ
ヽ
徴
収
シ
、

不
足
金
ハ
土
木
費
ニ
テ
出
金
ス
ル
ヿ
。 

  

東
北
凶
作
地
と
桜
島
噴
火
へ
の
義
援
金
に
つ
い
て
、
村
長

（
上
浅
羽
村
長
）
か
ら
徴
収
の
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
、「
浅
羽
」

（
こ
こ
で
は
、
合
併
し
て
上
浅
羽
村
に
な
る
前
の
浅
羽
村
＝

柴
・
馬
場
・
末
永
・
弥
太
井
の
こ
と
）
出
金
分
一
円
五
十
銭

を
徴
収
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
そ
の
方
法
は
、
毎
戸
金
三
銭

ず
つ
を
徴
収
し
、
不
足
金
は
浅
羽
常
設
委
員
の
土
木
費
か
ら

出
金
す
る
。
お
よ
そ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
記
事
に
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
秋
、
冷
害
や
暴
風
雨
に
よ
る
北

海
道
・
東
北
の
凶
作
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
北
海
道
で

は
米
の
収
穫
が
、
平
年
六
〇
万
石
の
と
こ
ろ
、
わ
ず
か
五
％

の
三
万
石
に
な
り
ま
し
た
。
東
北
で
は
青
森
県
の
被
害
が
大

き
く
、
収
穫
が
平
年
の
二
〇
％
、
そ
の
他
各
県
で
も
六
〇
％

程
度
の
収
穫
で
し
た
。 

 

そ
の
救
済
が
進
め
ら
れ
る
な
か
、
翌
大
正
三
年
（
一
九
一

四
）
一
月
に
は
桜
島
が
大
噴
火
し
ま
し
た
。
日
本
が
二
〇
世

紀
に
経
験
し
た
最
大
規
模
の
噴
火
で
す
。 

 

こ
の
と
き
、
東
北
凶
作
・
桜
島
大
正
噴
火
被
害
の
復
旧
・

復
興
に
必
要
な
資
金
は
、
こ
れ
ま
で
の
災
害
と
同
様
に
国
庫

浅羽常設委員『議事録』大正 3 年（1914）4 月 16日条 

明治 38 年（1905）の東北大凶作に際して、海外からの義援金が多く集まりました。これは、日露戦争によって、

国際的に日本の知名度が上がっていたことも影響しているようです。 

日露戦争による働き手の不足と空前の重税などの影響もあり、明治 38 年の東北大凶作への対応で、被災地救済の

制度がかなり変わりました。 



か
ら
の
補
助
や
貸
付
け
な
ど
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
た
の
で
す

が
、
そ
れ
ま
で
の
災
害
の
経
験
か
ら
、
帝
国
議
会
の
賛
成
を

得
る
必
要
が
あ
り
、
時
間
が
か
か
る
国
庫
の
代
わ
り
に
、
大

蔵
省
預
金
部
の
資
金
が
つ
な
ぎ
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。 

 

北
海
道
・
東
北
凶
作
の
救
済
の
た
め
、
東
北
選
出
衆
議
院

議
員
と
東
北
出
身
新
聞
記
者
が
「
東
北
凶
作
救
済
会
」
の
設

立
に
向
け
た
準
備
会
を
組
織
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
準
備
会

で
は
、
東
北
出
身
の
原
敬
内
相
も
働
き
か
け
を
行
い
、
渋
沢

栄
一
、
益
田
孝
（
三
井
財
閥
）
ら
も
協
力
し
、
東
北
救
済
計

画
を
立
ち
上
げ
て
い
ま
し
た
。
東
京
の
新
聞
社
・
通
信
社
も

そ
の
活
動
に
賛
同
し
て
い
ま
し
た
が
、
桜
島
噴
火
が
起
こ
っ

た
た
め
、
「
東
北
九
州
災
害
救
済
会
」
に
変
わ
り
ま
し
た
。 

 

「
東
北
凶
作
救
済
会
」
の
発
起
人
会
を
帝
国
ホ
テ
ル
で
開

く
予
定
日
は
一
月
十
三
日
で
し
た
が
、
そ
の
前
日
、
一
月
十

二
日
に
桜
島
が
噴
火
。
十
三
日
の
発
起
人
会
で
は
、
渋
沢
の

娘
婿
で
、
東
京
市
長
、
元
蔵
相
の
阪
谷
芳
郎
か
ら
提
案
が
あ

り
、
会
は
「
東
北
九
州
災
害
救
済
会
」
に
変
更
（
一
月
十
五

日
）
。
更
に
三
月
十
五
日
に
仙
北
地
震
（
死
者
九
十
四
人
）
が

発
生
し
た
た
め
、
同
会
は
義
捐
金
の
一
部
を
そ
ち
ら
に
も
回

し
ま
し
た
。
こ
の
「
東
北
九
州
災
害
救
済
会
」
が
、
民
間
か

ら
の
義
捐
金
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

右
の
『
議
事
録
』
の
義
捐
金
も
、「
東
北
九
州
災
害
救
済
会
」

と
の
関
係
で
集
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

桜
島
大
正
噴
火
は
海
外
で
も
報
道
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
、
中

国
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
義
援
金
が
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
一
月
十
二
日
に
始
ま
っ

た
桜
島
大
正
噴
火
は
、
桜
島
が
大
隅
半
島
と
つ
な
が
っ
た
大

噴
火
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

桜
島
の
五
つ
の
集
落
が
溶
岩
流
に
埋
め
尽
く
さ
れ
、
そ
の

他
多
く
の
集
落
が
多
量
の
火
山
灰

に
埋
没
、
あ
る
い
は
火
砕
流
で
焼
失

し
、
噴
火
が
終
息
す
る
ま
で
に
一
年

数
か
月
を
要
し
ま
し
た
。 

桜
島
は
、
昔
か
ら
活
動
し
続
け
て

き
た
火
山
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
記
録
と
し
て
残
る
最
古
の
噴
火

は
、
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
で
す
。 

数
多
い
噴
火
の
中
で
も
、
文
明
噴

火
（
一
四
七
一
年
）、
安
永
噴
火
（
一

七
七
九
年
）、
大
正
噴
火
（
一
九
一
四

年
）
の
三
つ
が
大
噴
火
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
の
研
究
で
、

天
平
宝
字
噴
火
（
七
六
四
年
）
も
同

様
の
タ
イ
プ
の
大
噴
火
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
、『
１
９
１
４ 

桜
島
噴
火 

報
告
書
』
で
は
、
こ
の
四
つ
の
噴
火
を
「
４
大

噴
火
」
と
し
て
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
そ
の
４
大
噴
火
の
代
表
的
存
在
で
も
あ
る
大
正
噴

火
で
す
が
、
そ
の
発
生
前
後
に
、
南
九
州
一
帯
で
様
々
な
変

動
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

桜
島
大
正
噴
火
で
は
、
桜
島
の
住
民
は
、
一
三
五
年
前
の

安
永
地
震
の
経
験
が
語
り
継
が
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
噴
火

の
二
日
前
に
は
一
部
島
民
は
噴
火
発
生
を
懸
念
し
、
前
日
に

は
緊
迫
し
た
事
態
を
察
知
し
て
、
多
く
の
住
民
が
避
難
行
動

を
と
り
は
じ
め
ま
し
た
。
規
模
の
割
に
は
犠
牲
者
が
少
な
か

っ
た
と
い
い
ま
す
が
、
そ
の
噴
火
規
模
は
尋
常
な
も
の
で
は

な
く
、「
噴
出
物
の
総
量
は
、
１
９
９
０
（
平
成
２
）
年
11
月

に
始
ま
っ
た
雲
仙
普
賢
岳
の
噴
火
の
約
10
倍
、
富
士
山
の
１

７
０
７
年
宝
永
噴
火
を
上
回
る
」（
参
考
文
献
①
三
三
頁
）
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
の
北
海
道
・
東
北
凶
作
と
桜
島

大
正
噴
火
へ
の
対
応
は
、
過
去
の
災
害
対
応
の
経
験
を
参
考

に
、
同
様
の
対
応
で
あ
っ
て
も
、
規
模
や
ス
ピ
ー
ド
、
手
法

を
よ
り
改
善
さ
せ
た
も
の
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
中
央
防
災
会
議 

災
害
教
訓
の
継
承
に
関
す
る
専
門
調
査
会
『
１
９

１
４ 

桜
島
噴
火 

報
告
書
』（
二
〇
一
一
年
）。 

②
宮
城
洋
一
郎
「
明
治
三
八
年
東
北
地
方
大
凶
作
と
「
御
下
賜
金
」
に

つ
い
て―

宮
城
県
に
お
け
る
配
付
方
法
を
中
心
に―

」（『
明
治
聖
徳

記
念
学
会
紀
要
』
五
四
、
二
〇
一
七
年
）。 

③
土
田
宏
成
『
災
害
の
日
本
近
代
史 

大
凶
作
、
風
水
害
、
噴
火
、
関

東
大
震
災
と
国
際
関
係
』（
中
公
新
書
二
七
六
二
、
二
〇
二
三
年
）
。 

 

明治 32 年（1899）10 月 23 日発行「大日本全図」 

桜島大正噴火の前なので、桜島が大隅半島とつなが

っていない。（上写真は地図の一部を拡大したもの） 
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濃
尾
地
震
の
翌
年
、
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
に
、

文
相
の
下
に
震
災
予
防
調
査
会
が
設
置
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
、

地
震
に
関
す
る
調
査
、
研
究
が
本
格
的
に
始
ま
り
ま
し
た
。 

 

震
災
予
防
調
査
会
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
て
、
東
京
帝
国

大
学
地
震
学
教
室
の
大
森
房
吉
教
授
と
今
村
明
恒
助
教
授
ら

は
、
社
会
に
向
け
て
地
震
に
関
す
る
知
識
や
対
策
を
発
信
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
九
月
、
今
村
は
『
太
陽
』

に
「
市
街
地
に
於
る
地
震
の
生
命
及
財
産
に
対
す
る
損
害
を

軽
減
す
る
簡
法
」
を
発
表
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
論
文
は
、
東
京
で
の
大
地
震
発
生
の
可
能
性
と
被
害

の
予
測
、
そ
の
対
策
の
必
要
性
を
説
い
た
も
の
で
し
た
が
、

こ
の
論
文
は
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
受
け
止
め
ら
れ
、
デ
マ

の
発
生
な
ど
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

大
森
は
沈
静
化
の
た
め
、
今
村
の
論
文
を
「
浮
説
」
と
批

判
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
今
村
の
信
用
は
傷
付
き
、
大
森

と
今
村
の
関
係
も
悪
化
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
東
京
を
襲
う
大
地
震
を
危
惧
し
た
今
村
の

警
告
が
活
か
さ
れ
な
い
ま
ま
関
東
大
震
災
を
迎
え
る
こ
と
に

つ
な
が
り
ま
し
た
。
今
村
が
論
文
で
起
こ
り
う
る
被
害
と
し

て
挙
げ
、
対
策
を
訴
え
た
こ
と
は
、
実
際
に
関
東
大
震
災
で

起
こ
っ
て
い
ま
す
。 

 

最
近
の
研
究
で
は
、
大
森
は
、
今
村
の
著
書
『
地
震
学
』

（
一
九
〇
五
年
）
の
広
告
が
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
過
ぎ
、

帝
国
大
学
、
学
問
全
体
の
品
位
を
貶
め
、
信
用
を
損
な
う
、

と
し
て
、
今
村
を
否
定
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
関
東
大
震
災
で
す
が
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）

浅羽常設委員『集会議事録』大正 12 年（1923）９月７日条 



九
月
一
日
午
前
十
一
時
五
十
八
分
に
発
生
し
た
大
地
震
で
す
。

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
七
．
九
。
十
万
棟
を
超
え
る
家
屋
が
倒

潰
。
山
間
部
で
は
土
砂
災
害
が
発
生
。
沿
岸
部
で
は
津
波
被

害
が
発
生
。
東
京
や
横
浜
な
ど
で
は
大
火
災
が
発
生
し
、
火

災
に
よ
る
被
害
が
か
な
り
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
災

害
で
の
犠
牲
者
は
十
万
人
を
超
え
、
被
害
総
額
は
、
地
震
に

よ
る
直
接
的
な
損
失
の
み
で
五
十
五
億
円
と
も
一
〇
〇
億
円

以
上
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

関
東
大
震
災
は
、
被
害
調
査
報
告
や
各
地
の
郷
土
史
料
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
史
料
に
よ
っ
て
被
害
実
数
が
ま
ち
ま

ち
で
、
数
値
デ
ー
タ
が
う
ま
く
ま
と
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う

課
題
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
被
害
集
計
の
単
位
や
集
計

時
期
が
バ
ラ
バ
ラ
で
、
重
複
も
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
す
が
、

史
料
の
相
互
比
較
に
よ
り
、
数
値
を
整
理
す
る
研
究
が
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
関
東
大
震
災
の
死
者
は
一
〇
万
五

千
人
程
か
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

関
東
大
震
災
で
は
、
徳
川
貴
族
院
議
長
や
渋
沢
ら
に
よ
る

「
大
震
災
善
後
会
」
が
民
間
の
義
援
活
動
の
中
心
と
な
り
ま

し
た
が
、
最
終
的
に
、
様
々
な
個
人
、
団
体
か
ら
の
義
援
金

は
大
変
な
額
が
集
ま
り
ま
し
た
。
国
内
か
ら
の
義
援
金
品
は

合
わ
せ
て
約
七
四
四
七
万
円
、
国
外
か
ら
の
義
援
金
品
は
約

四
一
五
七
万
円
、
計
約
一
億
一
六
〇
〇
万
円
が
集
ま
り
ま
し

た
。
な
お
、
大
正
十
二
年
度
の
国
家
予
算
の
一
般
会
計
は
約

一
三
億
五
千
万
円
で
し
た
。 

 

関
東
大
震
災
で
は
、
関
東
甲
信
と
静
岡
の
一
府
九
県
に
被

害
が
出
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
袋
井
市―

―

少
な
く
と
も
浅

羽
で
は
被
害
が
無
か
っ
た
よ
う
で
す
。
浅
羽
常
設
委
員
『
集

会
議
事
録
』
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
九
月
一
日
条
に
は
、

震
災
に
関
す
る
記
述
は
あ
り
ま
せ
ん
。
震
災
に
関
す
る
記
述

が
見
ら
れ
る
の
は
、
同
年
九
月
七
日
条
で
す
。 

 

九
月
七
日 

一
、
震
災
地
ヘ
全
郡
ニ

テ
一
万
円
ヲ
出
ス
事
。 

慰
問
袋
ニ

シ
テ
平
等
ニ
一
戸
白
米
一
升
ヲ
入
シ
テ

午
前
九
時
迄
ニ
集
会
所
迄
氏
名
ヲ
記
入
シ
テ
出
ス

事
。
但
中
間
ニ

テ
出
ス
人
ハ

二
名
ヲ
記
入
ス
ル
ヿ
。 

震
災
地
成
ル
ヘ
ク
行
ク
事
ヲ
見
合
ス
事
。 

一
、
書
翰
ノ
件
ハ
清
水
町
水
産
試
験
所
内

静
岡
県
救
護
事
務
御
中
ト
記
入
事
。 

明
八
日
壱
日
ニ
限
リ
役
場
ニ
テ
取
扱
ヲ
致
ス
事
。 

一
、
郡
商
人
野
菜
及
其
地
ノ
物
品
ヲ
買
収
ニ
来
リ
タ
ル

時
ハ
便
宜
ヲ
与
フ
ル
事
。 

但
シ
疑
問
ノ
者
ト
認
メ
タ
ル
時
ハ
、
役
場
ハ
注
意
ヲ
得
ク
ル
ヿ
。 

一
、
旧
集
会
所
売
却
済
ニ

付
、
解
家
ノ
件
報
告
ス
。 

一
、
消
防
ニ

テ
救
護
ヲ
勉
ム
ル
事
ヲ
報
告
ス
。 

（
後
略
） 

  

最
初
の
一
つ
書
が
震
災
関
係
の
記
事
で
す
。
震
災
被
害
地

に
、
全
郡
（
山
名
郡
）
で
一
万
円
を
出
す
、
ま
た
、
慰
問
袋

も
送
る
と
の
こ
と
で
す
。
震
災
地
へ
は
な
る
べ
く
行
か
な
い

よ
う
に
、
と
い
う
注
意
書
き
も
あ
り
ま
す
。 

 

『
集
会
議
事
録
』
同
年
九
月
二
十
三
日
条
に
は
「
震
災
地

ヘ
救
助
米
贈
与
ニ
付
知
事
ヨ
リ
謝
状
是
ア
リ
報
告
ス
」
と
あ

り
、
こ
の
義
援
活
動
に
つ
い
て
、
知
事
（
ど
こ
の
知
事
か
は

よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
）
か
ら
感
謝
状
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

義
捐
活
動
を
行
っ
た
の
は
浅
羽
だ
け
で
は
な
く
、
梅
山
の

『
大
正
十
二
年
九
月
一
日
大
震
災 

東
京
市
外 

震
災
罹
災

者
義
捐
者
氏
名
』
に
よ
れ
ば
、
梅
山
（
東
浅
羽
村
梅
山
）
で

は
一
一
一
人
（
抹
消
さ
れ
て
い
る
人
物
を
除
く
／
常
林
寺
・

萬
松
院
な
ど
寺
院
も
含
む
）
か
ら
の
義
援
金
が
あ
り
、
ま
た
、

二
十
四
名
か
ら
二
十
八
点
の
着
衣
の
寄
付
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

市
内
の
他
の
地
域
で
は
ま
だ
関
係
史
料
は
見
つ
か
っ
て
い

ま
せ
ん
が
、
同
じ
よ
う
な
義
援
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

関
東
大
震
災
で
は
、
陸
上
交
通
が
破
壊
さ
れ
た
中
で
飛
行

機
の
活
動
が
目
立
ち
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦

に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
空
襲
も
連
想
さ
せ
、
関
東
大
震

災
後
の
復
興
で
は
、
空
襲
対
策
も
含
め
た
復
興
、
防
災
対
策

が
練
ら
れ
、
防
空
演
習
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
震
災
下
の
治
安
維
持
令
の
制
定
、
そ
し
て
震
災
時

の
虐
殺
か
ら
実
行
を
決
意
し
た
と
い
う
虎
ノ
門
事
件
（
摂
政

宮
襲
撃
事
件
）
を
契
機
と
し
た
一
九
二
五
年
の
治
安
維
持
法

の
成
立…

…

。
関
東
大
震
災
は
、
確
実
に
戦
時
体
制
へ
と
つ

な
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

 

【
参
考
文
献
】 

①
北
原
糸
子
編
『
日
本
災
害
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）。 

②
中
央
防
災
会
議 

災
害
教
訓
の
継
承
に
関
す
る
専
門
調
査
会
『
１
９

２
３ 

関
東
大
震
災
報
告
書 

―

第
１
編―

』（
二
〇
〇
六
年
、
二
〇

一
二
年
訂
正
）。 

③
土
田
宏
成
『
災
害
の
日
本
近
代
史 

大
凶
作
、
風
水
害
、
噴
火
、
関

東
大
震
災
と
国
際
関
係
』（
中
公
新
書
、
二
〇
二
三
年
）。 
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こ
の
通
知
は
、「
国
幣
小
社
小
國
神
社
」
と
印
刷
さ
れ
た
罫

紙
に
書
か
れ
て
い
て
、
森
町
の
小
國
神
社
か
ら
久
努
西
村
に

出
さ
れ
た
も
の
だ
と
分
か
り
ま
す
。 

 

日
付
は
十
二
月
七
日
で
、
そ
の
日
に
出
さ
れ
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
が
、
受
付
印
を
見
る
と
、
久
努
西
村
役
場
は
、
十

二
月
十
七
日
に
こ
の
文
書
を
受
け
取
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

内
容
は
、
十
二
月
八
日
か
ら
十
二
月
十
二
日
ま
で
の
五
日 

                      

間
、「
大
東
亜
戦
争
三
週
年
米
英
撃
摧
祈
願
祭
」
を
行
う
、
と

い
う
も
の
で
す
。 

 

文
書
が
届
い
た
の
は
十
七
日
で
す
か
ら
、「
大
東
亜
戦
争
三

週
年
米
英
撃
摧
祈
願
祭
」
は
、
予
定
通
り
に
執
行
で
き
た
の

な
ら
、
届
い
た
と
き
に
は
終
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

言
う
ま
で
も
な
く
、
十
二
月
七
日
は
、
一
九
四
四
年
東
南

海
地
震
が
発
生
し
た
日
で
す
。
は
た
し
て
、「
大
東
亜
戦
争
三 

  

週
年
米
英
撃
摧
祈
願
祭
」
は
、
予
定
ど
お
り
に
執
行
さ
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

十
二
月
八
日
か
ら
の
「
大
東
亜
戦
争
三
週
年
米
英
撃
摧
祈

願
祭
」
の
通
知
を
七
日
に
出
し
て
い
る
の
で
、
本
来
は
翌
日

ま
で
に
は
届
く
と
思
っ
て
発
送
し
た
の
で
し
ょ
う
。 

「
大
東
亜
戦
争
三
週
年
米
英
撃
摧
祈
願
祭
」
の
通
知
が
、

一
九
四
四
年
東
南
海
地
震
に
よ
っ
て
届
か
な
か
っ
た
。
偶
然

で
す
が
、
な
ん
と
も
象
徴
的
な
出
来
事
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

      

鳴
動
す
る
地
面
、
奔
走
す
る
人
間 

情
報
伝
達
と
復
興
の
震
災
史 

遠
隔
地
の
災
害
と
支
援
の
歴
史 

 

袋
井
市
歴
史
文
化
館
ミ
ニ
展
示
解
説 

 

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日 

 

杉
山
侑
暉 

作
成 

昭和 19 年（1944）12 月７日付け 

〔大東亜戦争三週年米英撃摧祈願祭玉串奉献につき〕 

受付印 


